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受
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借
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す
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津
波
被
害
を
受
け
て
間
借
り
し
て
い
る
公
立
小
中
学
校
の
再
建
に
関
す
る
質
問
主
意
書

本
年
八
月
二
十
五
日
提
出
の
「
津
波
被
害
を
受
け
た
公
立
小
中
学
校
の
復
旧
計
画
に
関
す
る
質
問
主
意
書
」
（
質
問
第
四
二

二
号
）
に
お
い
て
、
被
災
地
に
お
け
る
高
台
へ
の
集
団
移
転
に
伴
い
学
校
を
再
開
し
た
い
が
、
防
災
集
団
移
転
促
進
事
業
で
は

学
校
用
地
の
新
た
な
取
得
や
造
成
費
用
は
対
象
外
で
あ
り
、
国
は
疲
弊
し
切
っ
た
被
災
地
に
幾
重
も
重
な
る
財
政
的
な
裏
付
け

を
明
示
す
る
こ
と
が
早
急
に
必
要
で
あ
る
と
質
し
て
き
た
が
、
同
年
九
月
二
日
受
領
の
答
弁
書
（
答
弁
第
四
二
二
号
）
で
は
、

ス
ピ
ー
ド
感
に
欠
落
し
て
い
た
菅
前
内
閣
か
ら
誠
意
あ
る
内
容
を
期
待
し
て
い
た
も
の
の
、
内
閣
総
理
大
臣
名
は
野
田
佳
彦
に

代
わ
り
、
相
変
わ
ら
ず
木
で
鼻
を
括
っ
た
文
言
で
あ
っ
た
。

報
道
に
よ
る
と
、
国
土
交
通
省
は
本
年
度
第
三
次
補
正
予
算
案
に
お
い
て
、
集
団
移
転
の
た
め
の
費
用
と
し
て
約
四
千
億
円

を
要
求
す
る
と
し
て
い
る
も
の
の
、
住
宅
団
地
の
用
地
取
得
及
び
造
成
、
そ
の
周
辺
の
道
路
整
備
、
も
と
の
居
住
区
域
内
の
農

地
の
買
い
取
り
費
用
な
ど
に
充
て
る
方
針
と
し
、
公
立
小
中
学
校
に
つ
い
て
は
文
部
科
学
省
所
管
の
た
め
か
触
れ
て
い
な
い
。

被
災
地
の
岩
手
、
宮
城
、
福
島
三
県
で
、
依
然
再
建
方
針
の
見
通
し
が
全
く
な
い
状
態
で
、
他
校
な
ど
に
間
借
り
し
て
い
る

公
立
小
中
高
校
が
四
十
七
校
あ
り
、
児
童
・
生
徒
計
約
四
千
八
百
人
が
震
災
か
ら
半
年
経
っ
た
今
も
、
窮
屈
な
学
校
生
活
を
余

儀
な
く
さ
れ
て
い
る
。
仮
設
校
舎
す
ら
建
設
で
き
ず
、
県
内
に
お
い
て
三
箇
所
に
分
散
し
て
学
ぶ
学
校
も
あ
り
、
本
来
の
学
校

一



教
育
は
自
前
の
施
設
が
あ
っ
て
こ
そ
行
わ
れ
る
と
考
え
る
。

従
っ
て
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
質
問
す
る
。

一

先
の
答
弁
書
に
お
い
て
、
防
災
集
団
移
転
促
進
事
業
に
つ
い
て
は
、
「
東
日
本
大
震
災
か
ら
の
復
興
の
基
本
方
針
」
に
基

づ
い
て
、
地
域
の
実
情
に
即
し
て
多
様
な
用
途
の
立
地
が
可
能
と
な
る
よ
う
、
総
合
的
に
再
検
討
す
る
と
の
こ
と
だ
が
、
学

校
用
地
の
新
た
な
取
得
や
造
成
の
費
用
に
お
け
る
補
助
を
含
ん
だ
も
の
と
解
釈
し
て
よ
い
の
か
、
野
田
内
閣
の
見
解
如
何
。

二

一
に
関
連
し
、
国
土
交
通
省
は
本
年
度
第
三
次
補
正
予
算
案
に
お
い
て
、
集
団
移
転
の
た
め
の
費
用
と
し
て
約
四
千
億
円

を
要
求
す
る
と
し
て
い
る
も
の
の
、
住
宅
団
地
の
用
地
取
得
及
び
造
成
、
そ
の
周
辺
の
道
路
整
備
、
も
と
の
居
住
区
域
内
の

農
地
の
買
い
取
り
費
用
な
ど
に
充
て
る
方
針
と
の
こ
と
で
あ
る
。
須
ら
く
学
校
用
地
の
新
た
な
取
得
や
造
成
の
費
用
も
対
象

に
す
べ
き
と
考
え
る
が
、
野
田
内
閣
の
見
解
如
何
。

三

公
立
学
校
施
設
災
害
復
旧
費
国
庫
負
担
法
は
、
そ
の
対
象
を
原
状
復
帰
に
必
要
な
工
事
費
用
な
ど
に
限
定
し
て
い
る
。
高

台
な
ど
に
移
転
し
新
築
す
る
場
合
、
ま
た
既
に
移
転
を
決
め
再
建
す
る
な
ど
の
費
用
に
お
い
て
は
、
被
災
地
に
お
け
る
甚
大

な
被
害
の
規
模
や
、
疲
弊
し
た
脆
弱
な
財
政
力
に
あ
る
地
域
の
実
情
を
鑑
み
、
抜
本
的
な
法
整
備
が
必
要
と
考
え
る
が
、
野

田
内
閣
の
見
解
如
何
。

二



四

一
〜
三
に
関
連
し
、
依
然
再
建
方
針
の
見
通
し
が
全
く
な
い
状
態
で
、
他
校
な
ど
に
間
借
り
し
て
い
る
公
立
小
中
高
校
が

四
十
七
校
あ
り
、
児
童
・
生
徒
計
約
四
千
八
百
人
が
震
災
か
ら
半
年
経
っ
た
今
も
、
窮
屈
な
学
校
生
活
を
余
儀
な
く
さ
れ
て

い
る
。
仮
設
校
舎
す
ら
建
設
で
き
ず
、
県
内
に
お
い
て
三
箇
所
に
分
散
し
て
学
ぶ
学
校
も
あ
り
、
本
来
の
学
校
教
育
は
自
前

の
施
設
が
あ
っ
て
こ
そ
行
わ
れ
る
と
考
え
る
が
、
野
田
内
閣
の
見
解
如
何
。

五

被
災
地
の
地
方
公
共
団
体
に
対
し
、
現
在
、
平
成
二
十
三
年
度
に
お
け
る
地
方
交
付
税
に
関
し
て
、
第
二
回
目
の
特
例
交

付
に
つ
い
て
検
討
を
行
っ
て
い
る
と
聞
く
が
、
復
興
に
向
け
て
、
ま
た
今
後
に
及
ん
で
ど
の
よ
う
に
対
応
し
て
い
く
の
か
、

野
田
内
閣
の
見
解
如
何
。

右
質
問
す
る
。

三


